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｢日本再興戦略｣(平成25年6月14日閣議決定)においては、｢全ての健康保険組合に対し、
レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として
｢データヘルス計画｣の作成･公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国
保が 様 取組を行う を推進す デ 計 健康 療情

1.事業目的と背景

Ⅰ.Ⅰ.事業目的と背景事業目的と背景Ⅰ.Ⅰ.事業目的と背景事業目的と背景

保が同様の取組を行うことを推進する。｣としている。データヘルス計画には健康･医療情
報(健康診査の結果や診療報酬明細書等から得られる情報、以下｢診療報酬明細書等情報｣
という)を活用し、健康状態や健康課題を客観的な指標を用いて示すこととある。また、
これら分析結果を踏まえ、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき健康課
題を明確にし、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこととしている。実施計画に
基づく事業の実施に当たっては、費用対効果を考慮することや、診療報酬明細書等情報を
活用し、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優先順位をつ
けて行うこととある それぞれの事業に いては 少なくとも毎年度効果の測定及び評価けて行うこととある。それぞれの事業については、少なくとも毎年度効果の測定及び評価
を行ったうえで、必要に応じて事業内容等の見直しを行うこととしている。
葛尾村国民健康保険においては、上記の要件に沿ってデータヘルス計画を作成し、被保

険者の健康維持増進をはかる。

2.基本方針
データヘルス計画では、短期的に取り組むべき対策と、中長期的に取り組むべき対策に

ついて、それぞれの段階にあった事業を行うことを計画する。
目標とする成果を達成するために、以下の基本方針でデータヘルス計画を策定する。

1. 潜在する課題を確認するため、疾病ごとの医療費比較、高額レセプトの発生状況や発
生元となる疾病の把握を行い課題を明確にする。

2. 明確となった課題より、｢短期的な対策｣･｢中長期的な対策｣を選択する。費用対効果の
見込める集団を特定し、PDCAサイクルを意識した継続的な事業を実施する。

3. データヘルス計画書には、実施事業に対する明確な目標を設定し、記載する。またこ
の目標を達成することのできる効果的な実施方法を検討し、明示する。目標に対する
客観的な効果測定が必要であることから、事業実施後の効果測定方法についても記載
することとする。す す 。
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医療費等の状況

本村の医療基礎情報を以下に示す。

3.保険者の特性把握

医療基礎情報(H27年度)

医療項目 葛尾村国保 県 同規模 国

千人当たり

病院数 0.0 0.3 0.2 0.2 

診療所数 0.0 2.8 3.0 2.8 

病床数 0.0 52.0 19.6 44.8 

医師数 0.0 7.3 2.6 8.4 

外来患者数 714.8 694.0 651.7 667.5 

入院患者数 15.4 19.2 23.6 18.2 

受診率 730 2 713 2 675 3 685 7受診率 730.2 713.2 675.3 685.7 

一件当たり医療費(円) 31,630 34,860 39,920 35,660 

一般(円) 31,940 34,810 39,970 35,580 

退職(円) 15,960 35,850 38,740 37,800 

後期(円) 0 0 0 0 

外来

外来費用の割合 72.8% 61.3% 56.1% 60.8%

外来受診率 714.8 694.0 651.7 667.5 

一件当たり医療費(円) 23,530 21,970 23,190 22,280 

一人当たり医療費(円) 16,820 15,250 15,120 14,870 

一日当たり医療費(円) 15,570 14,800 15,960 14,000 

一件当たり受診回数 1 5 1 5 1 5 1 6件当たり受診回数 1.5 1.5 1.5 1.6 

入院

入院費用の割合 27.2% 38.7% 43.9% 39.2%

入院率 15.4 19.2 23.6 18.2 

一件当たり医療費(円) 406,860 500,800 502,200 527,160 

一人当たり医療費(円) 6,280 9,620 11,840 9,580 

4

出典:国保データベース(KDB)システム ｢地域の全体像の把握｣

一日当たり医療費(円) 25,870 30,290 30,300 33,570 

一件当たり在院日数 15.7 16.5 16.6 15.7 



4.過去の取り組みの考察

(1)特定健康診査･特定保健指導の導入

平成18年の医療制度改革において、｢高齢者の医療の確保に関する法律｣の改定に伴い、
医療保険者にその実施を義務付ける特定健康診査･特定保健指導の仕組みが導入された。
法第18条に規定する基本指針に基づき、｢特定健康診査及び特定保健指導実施計画｣を策

被定し、被保険者に対し、生活習慣病の発症に大きく関与するとされるメタボリックシンド
ロームに着目した特定健康診査を実施している。
また、特定健康診査の結果に基づき、生活習慣病のリスクを持った人への特定保健指導

に取り組んでいる。

(2)保健事業実施状況

①特定健康診査

(ⅰ)目的
メタボリックシンドロームに着目し、内臓脂肪の蓄積を把握する

ことにより、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病の予防
を図ることを目的とする。

(ⅱ)対象
被保険者のうち、特定健康診査当該年度において、40歳～74歳ま

での被保険者を対象とする。

(ⅲ)実施方法
医療機関において個別健康診査を実施する。また、保健センター

及び各地区の会場において集団健康診査を実施する。

(ⅳ)実施内容
質問票･身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)･血圧測定･理学的検

査･検尿･血液検査等。

平成27年度における特定健康診査の受診率は45 7%であ た
(ⅴ)事業の成果

平成27年度における特定健康診査の受診率は45.7%であった。
（※村保持データ集計による。）

(ⅵ)関係部署が実施する
保健事業との関連

上記の保健事業以外にも、健康づくりのためのさまざまな取り組
みを実施しており、これらの取り組みと連携し、効果的に保健事業
を実施していくことが重要となる。特定健康診査･特定保健指導と
健康づくり関連施策の連携を図る。
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(ⅰ)目的
生活習慣病のリスクが高い対象者が、本支援により生活習慣を

改善し 生活習慣病の予防を図ることを目的とする

②特定保健指導

改善し、生活習慣病の予防を図ることを目的とする。

(ⅱ)対象
国が示す基準を参考に、特定健康診査の結果より対象者を特定

する。

(ⅲ)実施方法
腹囲及び追加リスク･喫煙歴により｢動機付け支援｣と｢積極的支

援｣に分けて実施する。

･動機付け支援
対象者への個別支援またはグループ支援により、対象者が自ら

の生活習慣を振り返り、行動目標を立てることができるとともに、
保健指導終了後 その生活が継続できるよう支援する

(ⅳ)実施内容
保健指導終了後、その生活が継続できるよう支援する。
･積極的支援

動機付け支援に加えて、定期的･継続的な支援により、自らの生
活習慣を振り返り、行動目標を設定し、目標達成に向けた実践に
取り組みながら、支援プログラム終了後にはその生活が継続でき
るよう支援する。

平成27年度における特定保健指導の初回面談実施率は積極的支
援が13.0%、動機付け支援が17.6%であった。

(ⅴ)事業の成果

（※村保持データ集計による。）

保健指導対象者数(人)

積極的支援 23人

動機付け支援 17人

特定保健指導の実施状況

(ⅵ)関係部署が実施する
保健事業との関連

上記の保健事業以外にも、健康づくりのためのさまざまな取り
組みを実施しており、これらの取り組みと連携し、効果的に保健
事業を実施していくことが重要となる。特定健康診査･特定保健指
導と健康づくり関連施策の連携を図る。

動機付け支援 17人
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(3)保健事業の課題

①特定健康診査

特定健康診査の課題は、下表のとおりである。No.1･2の課題については、取り組み中
ではあるが、受診率は減少傾向にある。No.3の課題については、現在取り組めていな
いい。

特定健康診査の課題及び実施状況

No 課題 対処方法 実施状況

1 40歳代、50歳代の受診率が低い
・個別通知の実施
・広報やホームページによる
周知

個別通知の実施

2 一度も受診したことがない人への対応
・個別通知の実施
・広報やホームページによる
周知

個別通知の実施

3 毎年受診しない人への対応
・個別通知の実施
・広報やホームページによる
周知

個別通知の実施

特定保健指導の課題及び実施状況

②特定保健指導

特定保健指導の課題は、下表のとおりである。No.1の課題については、取り組み中では
あるが、利用率の向上には至っていない。No.2の課題については、現在取り組めていな
い。

No 課題 対処方法 実施状況

1
新規の特定健康診査受診者を特定保健
指導につなげることができていない

特定保健指導の改善効果を周知
実施医療機関の医師から
指導受診の必要性に関する
チラシ配布

2 利用者の継続性がない
健康に対する意識付けを継続し
ていくことにより、リピーター
の確保

未実施
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当医療費統計は、葛尾村国民健康保険における、平成27年4月～平成28年3月診療分の12
カ月分の入院(DPCを含む)、入院外、調剤レセプトを対象とし分析する。

(1)基礎統計

1.医療費状況の把握

Ⅱ.Ⅱ.現状分析と課題現状分析と課題Ⅱ.Ⅱ.現状分析と課題現状分析と課題

基礎統計

被保険者数（月間平均） 508人

レセプト件数（月間平均） 665件

患者数（月間平均） 259人

患者一人当たりの医療費（月間平均） 46,365円

平成27年4月 平成27年5月 平成27年6月 平成27年7月 平成27年8月 平成27年9月 平成27年10月

被保険者数（人） 544 521 506 505 503 500 502 

レセプト件数
（件）

入院外 387 355 379 375 381 352 388 

入院 8 9 8 4 5 5 5 

調剤 294 260 300 276 285 283 302 

合計 689 624 687 655 671 640 695 

医療費（円） 13,436,430 9,630,290 11,620,070 9,687,280 10,022,410 10,553,540 10,078,480 

患者数（人） 280 249 266 259 264 247 261 

被保険者一人当たりの
平均医療費（円）

24,699 18,484 22,965 19,183 19,925 21,107 20,077 

レセプト一件当たりの
平均医療費（円）

19,501 15,433 16,914 14,790 14,937 16,490 14,501 

患者一人当たりの
平均医療費（円）

47,987 38,676 43,684 37,403 37,964 42,727 38,615 

受診率（％） 126.7% 119.8% 135.8% 129.7% 133.4% 128.0% 138.4%

有病率（％） % % % % % % %有病率（％） 51.5% 47.8% 52.6% 51.3% 52.5% 49.4% 52.0%

平成27年11月 平成27年12月 平成28年1月 平成28年2月 平成28年3月 12カ月平均 12カ月合計

被保険者数（人） 491 503 507 504 507 508 

レセプト件数
（件）

入院外 352 370 338 385 384 371 4,446 

入院 6 8 8 8 9 7 83 

調剤 276 299 268 303 300 287 3,446 

合計 634 677 614 696 693 665 7,975 

医療費（円） 9 580 780 14 747 480 15 903 580 15 182 680 13 706 560 12 012 465 144 149 580医療費（円） 9,580,780 14,747,480 15,903,580 15,182,680 13,706,560 12,012,465 144,149,580 

患者数（人） 242 261 245 271 264 259 3,109 

被保険者一人当たりの
平均医療費（円）

19,513 29,319 31,368 30,124 27,035 23,658 

レセプト一件当たりの
平均医療費（円）

15,112 21,784 25,902 21,814 19,779 18,075 

患者一人当たりの
平均医療費（円）

39,590 56,504 64,913 56,025 51,919 46,365 

受診率（％） 129.1% 134.6% 121.1% 138.1% 136.7% 130.9%
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データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
※医療費…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトに記載されている、保険の請求点数を集計し、金額にするために10倍にし
て表示。
※患者数…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトの人数を集計。同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合
は、一人として集計。

受診率（％） % % % % % %

有病率（％） 49.3% 51.9% 48.3% 53.8% 52.1% 51.0%



①高額レセプトの件数及び割合

発生しているレセプトのうち、診療点数が5万点以上のものを高額レセプトとし、以下
の通り集計した。

その結果、高額レセプトが医療費全体の２割を超える月が６ヶ月あり、そのほとんどが
年度の後半に集中していることから 今後継続して高額医療費が多くなることが見込まれ

(2)高額レセプトの件数及び要因

月間平均件数 3件

レセプト件数全体からの構成比 0.4%

年度の後半に集中していることから、今後継続して高額医療費が多くなることが見込まれ
る。

月間平均医療費 286万円

医療費全体からの構成比 23.8%

高額(5万点以上)レセプト件数及び割合

平成27年
4月

平成27年
5月

平成27年
6月

平成27年
7月

平成27年
8月

平成27年
9月

平成27年
10月

レセプト件数全体（件） 689 624 687 655 671 640 695 

高額（５万点以上）レセプト
3 1 2 1 1 3 2

件数（件）
3 1 2 1 1 3 2 

件数構成比（％） 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.5% 0.3%

医療費全体（円） ※ 13,436,430 9,630,290 11,620,070 9,687,280 10,022,410 10,553,540 10,078,480 

高額（５万点以上）レセプトの医
療費（円）

3,866,740 547,770 1,285,070 1,092,820 613,620 2,504,510 1,178,240 

金額構成比（％） 28.8% 5.7% 11.1% 11.3% 6.1% 23.7% 11.7%

平成27年
11月

平成27年
12月

平成28年
1月

平成28年
2月

平成28年
3月

12カ月平均 12カ月合計

レセプト件数全体（件） 634 677 614 696 693 665 7,975 

高額（５万点以上）レセプト
件数（件）

1 4 4 4 6 3 32 
件数（件）

件数構成比（％） 0.2% 0.6% 0.7% 0.6% 0.9% 0.4%

医療費全体（円） ※ 9,580,780 14,747,480 15,903,580 15,182,680 13,706,560 12,012,465 144,149,580 

高額（５万点以上）レセプトの医
療費（円）

816,280 5,265,080 7,254,760 5,614,140 4,231,470 2,855,875 34,270,500 

9

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
※医療費全体…データ化範囲(分析対象)全体での医療費を算出。

金額構成比（％） 8.5% 35.7% 45.6% 37.0% 30.9% 23.8%



高額(5万点以上)レセプトの年齢階層別医療費

②高額レセプトの年齢階層別統計

高額レセプトの年齢階層別医療費、年齢階層別患者数、年齢階層別レセプト件数を以下
に示す。

年齢階層 入院外(円） 入院(円） 総計(円） 構成比（％）

0歳 ～ 4歳 0 0 0 0.0%

5歳 ～ 9歳 0 0 0 0.0%

10歳 ～ 14歳 0 0 0 0.0%

15歳 ～ 19歳 0 0 0 0.0%

20歳 ～ 24歳 0 0 0 0.0%

25歳 ～ 29歳 0 536,640 536,640 1.6%

30歳 ～ 34歳 0 0 0 0.0%歳 歳    . %

35歳 ～ 39歳 3,303,490 5,126,010 8,429,500 24.6%

40歳 ～ 44歳 4,103,090 0 4,103,090 12.0%

45歳 ～ 49歳 0 0 0 0.0%

50歳 ～ 54歳 0 1,330,020 1,330,020 3.9%

55歳 ～ 59歳 0 0 0 0.0%

60歳 ～ 64歳 0 3,909,620 3,909,620 11.4%

65歳 69歳 0 1 112 610 1 112 610 3 2%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
入院外と入院で重複する患者がいるので総計は一致しない。

65歳 ～ 69歳 0 1,112,610 1,112,610 3.2%

70歳 ～ 10,702,250 4,146,770 14,849,020 43.3%

合計 18,108,830 16,161,670 34,270,500 
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③高額レセプトの要因となる疾病傾向

発生しているレセプトのうち、診療点数が5万点以上のものを高額レセプトとし集計し
た。対象者の分析対象期間の全レセプトを医療費分解後、患者毎に も医療費がかかって
いる疾病、患者数の多い疾病を特定し、以下に示す。患者一人当たりの医療費が高額な疾
病は、｢その他の理由による保健サービスの利用者｣｢ウイルス肝炎｣｢その他の心疾患｣等と
なり、患者数が多い疾病は、｢ウイルス肝炎｣｢胃の悪性新生物｣｢良性新生物及びその他の
新生物｣等である。

高額(5万点以上)レセプトの要因となる疾病(患者一人当たりの医療費順)

順位 中分類 中分類名 主要傷病名
患者数
（人）

医療費（円） 患者一人
当たりの医療費

（円）入院 入院外 合計

1 2106
その他の理由による
保健 利用者

心臓移植後 1 5 406 420 4 828 920 10 235 340 10 235 3401 2106
保健サービスの利用者

心臓移植後 1 5,406,420 4,828,920 10,235,340 10,235,340 

2 0105 ウイルス肝炎 Ｃ型慢性肝炎 2 0 12,092,320 12,092,320 6,046,160 

3 0903 その他の心疾患 急性心不全 1 2,819,320 621,510 3,440,830 3,440,830 

4 0211 良性新生物及びその他の新生物
膵管内乳頭粘液性腫瘍，
耳下腺腫瘍

2 2,246,210 1,105,310 3,351,520 1,675,760 

5 0201 胃の悪性新生物 スキルス胃癌，胃体部癌 2 2,885,800 465,640 3,351,440 1,675,720 

6 0906 脳梗塞 ラクナ梗塞 1 816,280 460,570 1,276,850 1,276,850 

7 1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 急性出血性胃潰瘍 1 734,120 416,140 1,150,260 1,150,260 

8 1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 骨盤子宮内膜症 1 536,640 110,630 647,270 647,270 

9 0704 その他の眼及び付属器の疾患 黄斑円孔 1 515,860 57,410 573,270 573,270 

10 1905
その他の損傷及びその他の
外因の影響

肩腱板断裂，足関節捻挫 2 721,250 359,290 1,080,540 540,270 

高額(5万点以上)レセプトの要因となる疾病(患者数順)高額(5万点以上) プト 要因となる疾病(患者数順)

順位 中分類 中分類名 主要傷病名
患者数
（人）

医療費（円） 患者一人
当たりの医療費

（円）入院 入院外 合計

1 0105 ウイルス肝炎 Ｃ型慢性肝炎 2 0 12,092,320 12,092,320 6,046,160 

1 0201 胃の悪性新生物 スキルス胃癌，胃体部癌 2 2,885,800 465,640 3,351,440 1,675,720 

1 0211 良性新生物及びその他の新生物 膵管内乳頭粘液性腫瘍，耳下腺腫瘍 2 2,246,210 1,105,310 3,351,520 1,675,760 

1 1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 肩腱板断裂，足関節捻挫 2 721,250 359,290 1,080,540 540,270 

5 0704 その他の眼及び付属器の疾患 黄斑円孔 1 515,860 57,410 573,270 573,270 

5 0903 その他の心疾患 急性心不全 1 2,819,320 621,510 3,440,830 3,440,830 

5 0906 脳梗塞 ラクナ梗塞 1 816,280 460,570 1,276,850 1,276,850 

5 1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 急性出血性胃潰瘍 1 734,120 416,140 1,150,260 1,150,260 

5 1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 骨盤子宮内膜症 1 536,640 110,630 647,270 647,270 

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。

11

5 2106
その他の理由による保健サービスの利用
者

心臓移植後 1 5,406,420 4,828,920 10,235,340 10,235,340 



①大分類による疾病別医療費統計

(ⅰ)葛尾村国民健康保険全体

以下の通り、疾病項目毎に医療費総計、レセプト件数、患者数を算出した。｢内分泌，
栄養及び代謝疾患｣が医療費合計の14.7%を占めており、レセプト件数では全体で１位と

疾患 療費合 障 療費合

(3)疾病別医療費

なっている。｢循環器系の疾患｣は医療費合計の12.5%、｢精神及び行動の障害｣は医療費合
計の10.0%と高い割合を占めている。次いで｢消化器系の疾患｣も医療費合計の9.8%を占め、
高い水準となっている。

※各項目毎に上位5疾病を 表示する。網掛け大分類による疾病別医療費統計

疾病項目（大分類）

A B C A/C

医療費総計
（ ）

構成比
（％）

順位
レセプト
件数

順位
患者数
（ ）

順位

患者一人
当たりの

療費
順位

（円） （％）
順位

件数
順位

（人）
順位

医療費
（円）

順位

Ⅰ．感染症及び寄生虫症 13,337,347 9.6% 5 661 12 161 7 82,841 5

Ⅱ．新生物 9,956,992 7.1% 6 583 13 155 8 64,239 7

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに
免疫機構の障害

344,883 0.2% 18 167 17 52 15 6,632 20

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患 20,414,296 14.7% 1 2,869 1 243 2 84,009 4

Ⅴ．精神及び行動の障害 13,950,969 10.0% 3 740 8 65 14 214,630 2

Ⅵ．神経系の疾患 5,817,700 4.2% 11 1,587 5 125 11 46,542 10

Ⅶ．眼及び付属器の疾患 8,705,269 6.3% 8 1,250 7 193 5 45,105 11

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患 503,375 0.4% 17 196 16 41 16 12,277 17

Ⅸ．循環器系の疾患 17,361,352 12.5% 2 2,255 3 197 4 88,129 3

Ⅹ．呼吸器系の疾患 7,087,202 5.1% 9 1,400 6 239 3 29,654 13

ⅩⅠ．消化器系の疾患 13,697,565 9.8% 4 2,548 2 244 1 56,138 8

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患 2,803,737 2.0% 13 683 10 144 9 19,470 15

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患 9,937,953 7.1% 7 1,883 4 187 6 53,144 9

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患 3,965,084 2.8% 12 670 11 107 12 37,057 12

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく 516,196 0.4% 16 22 20 7 19 73,742 6

ⅩⅥ．周産期に発生した病態 0 0.0% 0 0 0 

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常 78,980 0.1% 19 34 18 10 18 7,898 19

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの

1,732,898 1.2% 15 720 9 137 10 12,649 16

ⅩⅨ 損傷 中毒及びその他の外因の影響 2 537 630 1 8% 14 310 14 98 13 25 894 14

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響 2,537,630 1.8% 14 310 14 98 13 25,894 14

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因
及び保健サービスの利用

6,497,553 4.7% 10 309 15 24 17 270,731 1

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード 0 0.0% 0 0 0 

分類外 34,819 0.0% 20 25 19 4 20 8,705 18

合計 139,281,800 7,880 461 302,130 

資格確認日 各月、 日 も資格 あれば分析対象と る。
株式会社データホライゾン 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
※妊娠,分娩及び産じょく…乳房腫大･骨盤変形等の傷病名が含まれるため、“男性”においても医療費が発生する可能性がある。
※周産期に発生した病態…ABO因子不適合等の傷病名が含まれるため、周産期(妊娠22週から出生後7日未満)以外においても医療費が発生する
可能性がある。
※医療費総計…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。
そのため他統計と一致しない。
※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。
※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。
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患者一人当たりの医療費は、｢健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用｣
｢精神及び行動の障害｣｢循環器系の疾患｣が高い。次いで、｢内分泌，栄養及び代謝疾患｣
｢感染症及び寄生虫症｣｢妊娠 分娩及び産じょく｣の順となる｢感染症及び寄生虫症｣｢妊娠，分娩及び産じょく｣の順となる。

患者一人当たりの医療費

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

Ⅰ．感染症及び寄生虫症

Ⅱ．新生物

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患

Ⅴ．精神及び行動の障害

Ⅵ．神経系の疾患

Ⅶ 眼及び付属器の疾患Ⅶ．眼及び付属器の疾患

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患

Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅹ．呼吸器系の疾患

ⅩⅠ．消化器系の疾患

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく

ⅩⅥ．周産期に発生した病態

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常

ⅩⅧ 症状 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない

デ タ化範囲(分析対象) 入院(DPCを含む) 入院外 調剤の電子レセプト

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されない

もの

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード

分類外
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データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
株式会社データホライゾン 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。



疾病項目別の医療費割合は、｢内分泌，栄養及び代謝疾患｣｢循環器系の疾患｣｢精神及び
行動の障害｣｢消化器系の疾患｣｢感染症及び寄生虫症｣の医療費で過半数を占める。

疾病項目別医療費割合

Ⅳ

内分泌，

栄養及び代謝疾患

14.7%

ⅩⅩⅠ

健康状態に影響を

及ぼす要因及び

保健サービスの利用

4.7%

その他

13.2%

Ⅸ

循環器系の疾患

12.5%

Ⅶ

眼及び

付属器の疾患

Ⅹ

呼吸器系の疾患

5.1%

Ⅴ

精神及び行動の障害

10.0%

Ⅱ

新生物

ⅩⅢ

筋骨格系及び

結合組織の疾患

7.1%

付属器の疾患

6.3%

ⅩⅠ

消化器系の疾患

9.8%

Ⅰ

感染症及び

寄生虫症

9.6%

新生物

7.1%

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患 Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅴ．精神及び行動の障害 ⅩⅠ．消化器系の疾患

Ⅰ．感染症及び寄生虫症 Ⅱ．新生物

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患 Ⅶ．眼及び付属器の疾患

Ⅹ 呼吸器系の疾患 ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用
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データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
株式会社データホライゾン 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

Ⅹ．呼吸器系の疾患 ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サ ビスの利用

その他



(ⅱ)入院･入院外比較

葛尾村国民健康保険における、疾病別医療費統計を入院･入院外別に示す。

※各項目毎に上位5疾病を 表示する。大分類による疾病別医療費統計 網掛け

疾病項目（大分類）

医療費総計（円）

入院 入院外

Ⅰ．感染症及び寄生虫症 381,767 12,955,580 

Ⅱ．新生物 5,661,137 4,295,855 

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに
免疫機構の障害

164,072 180,811 

その他

90,000,000 

100,000,000 

110,000,000 

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患 1,819,851 18,594,445 

Ⅴ．精神及び行動の障害 8,710,958 5,240,011 

Ⅵ．神経系の疾患 505,523 5,312,177 

Ⅶ．眼及び付属器の疾患 1,684,568 7,020,701 

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患 0 503,375 

Ⅸ 循環器系の疾患 5 970 975 11 390 377

70,000,000 

80,000,000 

, ,

Ⅹ
呼吸器系の疾患

Ⅶ
眼及び

付属器の疾患

Ⅵ
神経系の疾患

Ⅴ
精神及び行動の疾患

Ⅸ．循環器系の疾患 5,970,975 11,390,377 

Ⅹ．呼吸器系の疾患 1,001,047 6,086,155 

ⅩⅠ．消化器系の疾患 ※ 2,729,844 10,967,721 

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患 36,864 2,766,873 

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患 62,122 9,875,831 

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患 1,046,209 2,918,875 
40,000,000 

50,000,000 

60,000,000 

Ⅺ
消化器系の疾患

ⅩⅢ
筋骨格系及び

結合組織の疾患

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく ※ 402,647 113,549 

ⅩⅥ．周産期に発生した病態 ※ 0 0 

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常 0 78,980 

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの

240,840 1,492,058 

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響 1,098,123 1,439,507 

ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因

Ⅱ

新生物

20,000,000 

30,000,000 

Ⅰ
感染症及び
寄生虫症

Ⅸ
循環器系の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因
及び保健サービスの利用

2,438,683 4,058,870 

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード 0 0 

分類外 0 34,819 

合計 33,955,230 105,326,570 
0 

10,000,000 

入院 入院外

Ⅳ
内分泌，栄養
及び代謝疾患

Ⅸ
循環器系の疾患

Ⅴ
精神及び
行動の疾患

対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。
資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
株式会社データホライゾン 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
※妊娠,分娩及び産じょく…乳房腫大･骨盤変形等の傷病名が含まれるため、“男性”においても医療費が発生する可能性がある。
※周産期に発生した病態…ABO因子不適合等の傷病名が含まれるため、周産期(妊娠22週から出生後7日未満)以外においても医療費が発
生する可能性がある。
※医療費総計…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計で
きない。そのため他統計と一致しない。
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(ⅲ)男性･女性比較

葛尾村国民健康保険における、疾病別医療費を男女別に示す。
「感染症及び寄生虫症」において、女性が男性の６倍に上るが、ウイルス肝炎によるも

のである。

※各項目毎に上位5疾病を 表示する。大分類による疾病別医療費統計 網掛け※各項目毎に上位5疾病を 表示する。大分類による疾病別医療費統計 網掛け

疾病項目（大分類）

医療費総計（円）

男性 女性

Ⅰ．感染症及び寄生虫症 1,804,774 11,532,573 

Ⅱ．新生物 7,787,346 2,169,646 

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに

その他
70,000,000 

80,000,000 

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに
免疫機構の障害

111,786 233,097 

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患 12,553,221 7,861,075 

Ⅴ．精神及び行動の障害 5,863,160 8,087,809 

Ⅵ．神経系の疾患 2,690,406 3,127,294 

Ⅶ．眼及び付属器の疾患 3,239,437 5,465,832 

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患 195,644 307,731 

その他

50,000,000 

60,000,000 

Ⅴ
精神及び
行動の障害

ⅩⅩⅠ
健康状態に影響を
及ぼす要因及び

Ⅺ
消化器系の疾患

Ⅺ
消化器系の疾患

Ⅹ
呼吸器系の疾患

Ⅹ
呼吸器系の疾患

Ⅵ
神経系の疾患

Ⅸ．循環器系の疾患 12,048,726 5,312,626 

Ⅹ．呼吸器系の疾患 3,264,255 3,822,947 

ⅩⅠ．消化器系の疾患 ※ 9,119,464 4,578,101 

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患 1,404,927 1,398,810 

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患 3,710,097 6,227,856 

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患 2,487,787 1,477,297

Ⅱ

新生物

30,000,000 

40,000,000 

Ⅸ
循環器系の疾患

ⅩⅢ
筋骨格系及び

結合組織の疾患

及ぼす要因及び
保健サービスの利用

Ⅺ
消化器系の疾患

消化器系消化器系

Ⅶ
眼及び

付属器の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患 2,487,787 1,477,297 

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく ※ 0 516,196 

ⅩⅥ．周産期に発生した病態 ※ 0 0 

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常 35,290 43,690 

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの

925,252 807,646 

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響 1,414,354 1,123,276 

10 000 000

20,000,000 

Ⅸ
循環器系の疾患

Ⅴ
精神及び
行動の障害

Ⅳ
内分泌，栄養
及び代謝疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資 各 資 ば 象

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因
及び保健サービスの利用

6,450,284 47,269 

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード 0 0 

分類外 8,880 25,939 

合計 75,115,090 64,166,710 
0 

10,000,000 

男性 女性

Ⅳ
内分泌，栄養
及び代謝疾患

Ⅰ
感染症及び
寄生虫症
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資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
株式会社データホライゾン 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
※妊娠,分娩及び産じょく…乳房腫大･骨盤変形等の傷病名が含まれるため、“男性”においても医療費が発生する可能性がある。
※周産期に発生した病態…ABO因子不適合等の傷病名が含まれるため、周産期(妊娠22週から出生後7日未満)以外においても医療費が発
生する可能性がある。
※医療費総計…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計で
きない。そのため他統計と一致しない。



②中分類による疾病別医療費統計

(ⅰ)葛尾村国民健康保険全体

疾病中分類毎に集計し、医療費、患者数、患者一人当たりの医療費、各項目の上位10疾
病を示す。

中分類による疾病別統計(医療費上位 疾病)中分類による疾病別統計(医療費上位10疾病)

順位 中分類疾病項目
医療費
（円）

構成比（％）
（医療費総計全体に
対して占める割合）

患者数
（人）

1 糖尿病 13,128,927 9.4% 141 

2 ウイルス肝炎 11,080,698 8.0% 23 

3 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 9,462,843 6.8% 21 

4 高血圧性疾患 7,519,432 5.4% 135 

5 その他の消化器系の疾患 7,436,913 5.3% 157 

6 その他の心疾患 6,714,731 4.8% 64 

7 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 6,658,935 4.8% 184 

8 その他の理由による保健サービスの利用者 6,497,553 4.7% 24 

中分類による疾病別統計(患者数上位10疾病)

9 その他の眼及び付属器の疾患 4,535,420 3.3% 120 

10 その他の神経系の疾患 4,212,651 3.0% 118 

順位 中分類疾病項目
医療費
（円）

患者数
（人）

構成比（％）
（患者数全体に

対して占める割合）対して占める割合）

1 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 6,658,935 184 39.9%

2 胃炎及び十二指腸炎 3,152,248 161 34.9%

3 その他の消化器系の疾患 7,436,913 157 34.1%

4 屈折及び調節の障害 749,576 155 33.6%

5 糖尿病 13,128,927 141 30.6%

6 急性気管支炎及び急性細気管支炎 1,177,974 141 30.6%

7
症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの

1,732,898 137 29.7%

8 高血圧性疾患 7,519,432 135 29.3%

9 その他の眼及び付属器の疾患 4,535,420 120 26.0%

10 その他の神経系の疾患 4,212,651 118 25.6%
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データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
株式会社データホライゾン 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※医療費…中分類における疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合
集計できない。そのため他統計と一致しない。
※患者数…中分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。



(4)医療機関受診状況の把握

医療機関への過度な受診の可能性がある、重複、頻回受診者数を以下に示す。ま
た、同一薬効の医薬品を重複して処方されている重複服薬者数、併用禁忌とされる医
薬品を処方されている薬剤併用禁忌対象者数を以下に示す。

①重複受診者数①重複受診者数

②頻回受診者数

12カ月間の延べ人数 3 

12カ月間の実人数 2 

12カ月間の延べ人数 24 

12カ月間の実人数 9 

③重複服薬者数

④薬剤併用禁忌対象者数

12カ月間の延べ人数 19 

12カ月間の実人数 7 

12カ月間の延べ人数 18 

12カ月間の実人数 18

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…平成28年3月1日時点。

12カ月間の実人数 18 

ジェネリック医薬品の普及状況を以下に示す。

(5)ジェネリック医薬品の普及状況

ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)推移

60.2%

62.6% 62.4%

62.0%

64.0%

70 000

80,000 

90,000 

ジェネリック医薬品

普及率（％）薬剤数量（数）

先発品薬剤数量のうちジェネリック医薬品が存在する数量 先発品薬剤数量のうちジェネリック医薬品が存在しない数量

ジェネリック医薬品薬剤数量 ジェネリック医薬品普及率（数量）

56.1%

58.8%

60.1%

57.7%

58.8%

60.2%

58.5%

57.0%

59.0%

57.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

10 000

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 
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データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。
対象診療年月は平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。
※ジェネリック医薬品普及率…ジェネリック医薬品薬剤数量/(ジェネリック医薬品薬剤数量+先発品薬剤数量のうちジェネリック医薬
品が存在する数量)

52.0%0 

10,000 

平成27年4月 平成27年5月 平成27年6月 平成27年7月 平成27年8月 平成27年9月 平成27年10月 平成27年11月 平成27年12月 平成28年1月 平成28年2月 平成28年3月



①疾病大分類別

(1)分析結果

2.分析結果と課題及び対策の設定

医療費総計の高い疾病 患者数の多い疾病
患者一人当たりの

医療費が高額な疾病

1位
内分泌，
栄養及び代謝疾患

消化器系の疾患
健康状態に影響を及ぼす要因
及び保健サービスの利用

2位 循環器系の疾患
内分泌，
栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害

3位 精神及び行動の障害 呼吸器系の疾患 循環器系の疾患

②疾病中分類別

医療費統計が高い疾病 患者数の多い疾病
患者一人当たりの
医療費が高額な疾病

1位 糖尿病
その他の内分泌，
栄養及び代謝疾患

精神作用物質使用による
精神及び行動の障害

2位 ウイルス肝炎 胃炎及び十二指腸炎 ウイルス肝炎

統合失調症 統合失調症
3位

統合失調症，
統合失調症型障害及び妄想性障害

その他の消化器系の疾患
統合失調症，
統合失調症型障害及び妄想性障害

③入院･入院外別

入院
医療費 24.4%

入院における医療費総計が高い疾病(大分類)

1位 精神及び行動の障害

2位 循環器系の疾患割合 2位 循環器系の疾患

3位 新生物

入院外
医療費
割合

75.6%

入院外における医療費総計が高い疾病(大分類)

1位 内分泌，栄養及び代謝疾患

2位 感染症及び寄生虫症

3位 循環器系の疾患

④年齢階層別医療費

医療費総計が高い年齢階層 医療費総計が高い疾病(大分類)

1位 70歳 ～

1位 感染症及び寄生虫症

2位 循環器系の疾患

3位 内分泌，栄養及び代謝疾患

1位 内分泌，栄養及び代謝疾患
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2位 65歳 ～ 69歳

1位 内分泌，栄養及び代謝疾患

2位 消化器系の疾患

3位 精神及び行動の障害

3位 60歳 ～ 64歳

1位 内分泌，栄養及び代謝疾患

2位 新生物

3位 循環器系の疾患



⑤高額(5万点以上)レセプトの件数と割合

高額
レセプト
件数

3件
（月間平均）

高額レセプトの要因となる疾病
一人当たりの医療費が高額な疾病(中分類)

高額
レセプト
件数割合

0.4%

高額
レセプト
医療費

23.8%

1位 その他の理由による保健サービスの利用者

2位 ウイルス肝炎

3位 その他の心疾患

4位 良性新生物及びその他の新生物

5位 胃の悪性新生物

位 脳梗塞

⑥医療機関受診状況

割合 6位 脳梗塞

重複受診者 2人

頻回受診者 9人

⑦ジェネリック医薬品普及率

※平成27年4月～平成28年3月診療分(12カ月分)期間中の実人数

重複服薬者 7人

薬剤併用禁忌対象者 18人

⑦ジェネリック医薬品普及率

ジェネリック医薬品普及率（新指標） 58.9％

⑧特定健診受診有無別生活習慣病罹患状況有 習 罹 状

３疾病併存患者
医療費（円）

２疾病併存患者
医療費（円）

１疾病併存患者
医療費（円）

特定健診受信者 3,728,830 9,498,800 8,571,920

特定健診未受診者 10,297,440 23,824,450 14,509,300
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(2)課題及び対策の設定

葛尾村の課題を以下の表に示します。

１ 総医療費、一人当たり医療費ともに増加している。

２ 特定健康診査受診率、特定保健指導実施率ともに目標値に達していない。

３
特定健診の結果、メタボリックシンドローム該当者、空腹時血糖100mg/㎗以上

３
特定健診 結果、メタボリックシ ド 該当者、空腹時血糖 g/㎗以上
の割合、HbA1c5.6％以上の割合が国、県に比べ特に多い。

４ 死亡は悪性新生物についで心臓病、脳疾患の順に多い。

５
高額（5万点以上）レセプト件数は全体の0.8％だが、医療費の31.4％を占めて
いる 高額レセプトの増加が総医療費の増加となる

５
いる。高額レセプトの増加が総医療費の増加となる。

６
高額（5万点以上）レセプトの要因となる疾病の腎不全は、患者一人当たり医療
費1位、疾病中分類別総医療費が高い疾患1位である。

７
疾病中分類別医療費総計の高い疾病上位の腎不全、高血圧性疾患、糖尿病は予
防可能な疾患であるが、重症化すると透析治療が必要になったり、脳血管疾患
や心疾患を引き起 生活 質を低 さ 恐 があや心疾患を引き起こし、生活の質を低下させる恐れがある。

８
人工透析患者の75.0％が生活習慣病患者であり、その75.0％が糖尿病患者であ
る。

９ 重複受診者、頻回受診者が多数存在する。

１０ ジェネリック普及率が国の目標値60％以上に達していない。

医療費が高額な疾病、あるいは一人当たりの医療費が高額な疾病の中に生活習慣病があります。

生活習慣病は正しい生活習慣により予防することが可能であり たとえ発症しても軽度のうちに治
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生活習慣病は正しい生活習慣により予防することが可能であり、たとえ発症しても軽度のうちに治

療を行い、生活習慣を改善すれば進行をくいとめることができます。しかし、葛尾村では多数の生

活習慣病患者が存在しており、その結果、高額な医療費が発生しています。



Ⅲ.Ⅲ.実施事業実施事業Ⅲ.Ⅲ.実施事業実施事業

1.実施事業の目的と概要

(1)特定保健指導事業

【目的】被保険者の生活習慣病予防【目的】被保険者の生活習慣病予防

【概要】特定健診の結果から特定保健指導対象者を特定し、生活習慣や検査値が改善され
るように、専門職による支援を面接や電話、e-mail等で行う。方法は厚生労働省
による｢標準的な健診･保健指導プログラム｣に沿うこととする。保険者が特定健
診実施後、順次、特定保健指導対象者を特定し実施する。

①実施計画と目標

(ⅰ)実施計画

平成30年度～平成35年度に下記内容を実施します。

実施年度 計画内容

短期計画
（平成32年度まで）

・指導対象者に対して適切な保健指導の実施
・特定健康診査結果より検査値の推移の確認

中長期計画
（平成35年度まで）

・継続

(ⅱ)目標(ⅱ)目標

平成35年度末達成を目標とし、アウトプット・アウトカムを下記の通り設定します。

特定保健指導実施率 アウトプット アウトカム

100％
・指導実施者の生活習慣改善
率 50％

・積極的支援および動機付け
支援対象者10％減少

②成果の確認方法②成果の確認方法

特定健康診査実施の成果を以下方法で確認します。

評価基準 方法 詳細 成果目標

1 特定保健指導実施率
・対象者のうち特定保健
指導を完了した人数より 各々の実施率を算出

・特定保健指導実施率
前年度より10％向上
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算出する。
前年度より10％向上

2 生活習慣改善率
・指導前と指導後の問診
項目の回答状況・検査
値等を比較する。

・腹囲・BMI・脂質・血糖・
血圧・問診項目（食事・
運動・睡眠・喫煙等）

・指導後の検査値の改
善率50％



(2)糖尿病性腎症重症化予防事業

【目的】被保険者の糖尿病重症化予防

【概要】特定健診の検査値とレセプトの治療状況から対象者を特定し、専門職より対象者
個 間 談指導 電話指導を行う 指導内容 食事指導 動指導個人に6カ月間の面談指導と電話指導を行う。指導内容は、食事指導･運動指導･
服薬管理等とし、指導完了後も自立して正しい生活習慣を持続できるように日常
に根付いたものとする。

①実施計画と目標

(ⅰ)実施計画

平成30年度～平成35年度に下記内容を実施します。

実施年度 計画内容

短期計画
（平成32年度まで）

・指導対象者に対して適切な指導の実施
・特定健康診査結果、検査値の推移、定期的な通院の有無等の確認

中長期計画中長期計画
（平成35年度まで）

・継続

(ⅱ)目標

平成35年度末達成を目標とし、アウトプット・アウトカムを下記の通り設定します。

糖尿病性腎症重症化予防
保健指導実施率

アウトプット アウトカム
保健指導実施率

100%

・未受診者受診率100%
・利用者20人・指導実施完了者の
生活習慣改善率70％
・指導実施完了者の検査値改善率
70％

・指導実施完了者の糖尿病性腎
症における病期進行者0人

②成果の確認方法

指導を行ったことによる成果を以下方法で確認します。

評価基準 方法 詳細 成果目標

1 生活習慣改善率

・アンケートによる患
者本人の評価を集計
する。

アンケート項目・自己
管理に関するもの・
QOL（生活の質）に関
するもの

生活習慣改善率70％
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2 検査値の改善率

・患者から提供される
検査値を記録し、数
値が維持・改善されて
いるかを確認する。

・収縮期血圧、拡張期
血圧・血清クレアチニ
ン・eGFR・HbA1c・空
腹時血糖

・検査値改善率 ７０％



健診及びレセプトによる指導対象者群分析

透析療法の種類
透析患者数

透析療法の種類
（人）

血液透析のみ 1 

腹膜透析のみ 0腹膜透析のみ 0 

血液透析及び腹膜透析 0 

透析患者合計 1 

保健指導対象者特定の全体像

糖尿病起因以外の
腎臓病患者

・生活習慣を指導することで、重症化を
　遅延させることができる患者

・重症化予防に適切な病期の患者

・比較的行動変容が現れやすい患者腎不全期(Ⅳ)

透析療養期(Ⅴ)

腎臓病患者

2⼈

I型糖尿病や、
指導対象として
適切でない患者
(透析患者など)

4⼈

早期腎症期(Ⅱ) 

腎症前期(Ⅰ)

顕性腎症期(Ⅲ)
複雑なケースが
含まれる集団

4⼈

指導の優先順位が
高い患者

3人
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(3)受診行動適正化指導事業（重複頻回、頻回受診、重複服薬）

【目的】重複･頻回受診者数、重複服薬者数の減少

【概要】レセプトから、医療機関への過度な受診が確認できる対象者、また重複して服薬
象者を特定 指導す 指導 専門職 適 な 療機している対象者を特定し、指導する。指導は専門職によるもので、適正な医療機

関へのかかり方について、面談指導または電話指導を行う。

①実施計画と目標

(ⅰ)実施計画

平成30年度～平成35年度に下記内容を実施します。

実施年度 計画内容

短期計画
（平成32年度まで）

・指導対象者に対して適切な保健指導の実施
・指導後に医療機関への受診行動が適正化されているかの確認

中長期計画中長期計画
（平成35年度まで）

・継続

(ⅱ)目標

平成35年度末達成を目標とし、アウトプット・アウトカムを下記の通り設定します。

指導対象者数 アウトプット アウトカム

②成果の確認方法

指導を行ったことによる成果を以下方法で確認します。

評価基準 方法 詳細 成果目標

３人
・指導対象者の指導実施率50％ ・指導実施完了者の受診行動適

正化50％

評価基準 方法 詳細 成果目標

1
指導実施率 ・対象者のうち指導を完

了した人数より算出する。
- ・指導実施率20％

・受診頻度、受診医療機
関数 薬剤の投与数を 指導完了後の医療費
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2
指導完了後の

受診行動適正化率

・指導実施者の医療費
を、指導前と指導後で

比較する。

関数、薬剤の投与数を
比較。

指導前後のひと月当たり
の医療費を比較。

・指導完了後の医療費
が、指導前と比較して

50％減少



(4)健診異常値放置者受診勧奨事業

【目的】健診異常値を放置している対象者の医療機関受診

【概要】特定健診の受診後、その結果に異常値があるにも関わらず医療機関受診が確認で
きな 象者を特定 知書を送付す 受診勧奨を行う 知書 内容きない対象者を特定し、通知書を送付することで受診勧奨を行う。通知書の内容
は、検査値をレーダーチャートで分かりやすく表現し、場合によっては将来の生
活習慣病の発症リスク等を記載する。

①実施計画と目標

(ⅰ)実施計画

平成30年度～平成35年度に下記内容を実施します。

実施年度 計画内容

短期計画
（平成32年度まで）

・指導対象者に訪問等による受診勧奨を含めた保健指導の実施
・3～6カ月後医療機関受診があるか確認し、受診がない対象者にフォ
ローを実施

中長期計画
（平成35年度まで）

・継続

(ⅱ)目標(ⅱ)目標

平成35年度末達成を目標とし、アウトプット・アウトカムを下記の通り設定します。

現状指導対象者数 アウトプット アウトカム

85名
・対象者への指導率80％
・対象者の医療機関受診率
60％

・指導実施完了者の受診行動
適正化 50％

②成果の確認方法

健診異常値放置者受診勧奨を行った成果を以下方法で確認します。

評価基準 方法 詳細 成果目標

1 指導実施率
・対象者のうち指導を完

指導実施率60％
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1 指導実施率
了した人数より算出する。

- 指導実施率60％

2 医療機関受診率
・指導後、医療機関を受

診したか確認する。

・医療機関において、生
活習慣に関連するレセ
プトがあるか確認する。

医療機関受診率60％



(5)生活習慣病治療中断者受診勧奨事業

【目的】生活習慣病治療中断者の減少

【概要】レセプトから、かつて生活習慣病の治療を受けていたにもかかわらず、一定期間、
療機関受診が確 きず 治療を中断 能性 あ 象者を特定す医療機関受診が確認できず、治療を中断している可能性のある対象者を特定する。

対象者に通知書を送付することで、受診勧奨を行う。通知書の内容は、生活習慣
病治療を中断するリスクを分かりやすく記載する

①実施計画と目標

(ⅰ)実施計画

平成30年度～平成35年度に下記内容を実施します。

実施年度 計画内容

短期計画
（平成32年度まで）

・対象者に通知による受診勧奨を実施。

・3～6カ月後医療機関受診があるか確認し、受診がない対象者にフォ

実施ローを実施

中長期計画
（平成35年度まで）

・継続

(ⅱ)目標(ⅱ)目標

平成35年度末達成を目標とし、アウトプット・アウトカムを下記の通り設定します。

現状受診率 アウトプット アウトカム

実施なし ・対象者への通知90%
・通知者の受診行動適正化

50％

②成果の確認方法

指導を行ったことによる成果を以下方法で確認します。

評価基準 方法 詳細 成果目標

1 通知実施率
・対象者のうち通知し

通知実施率90％
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1 通知実施率
た人数より算出する。

- 通知実施率90％

2
通知後の受診行動訂

正か率
・通知後、医療機関を受

診したか確認する。

・医療機関において、生
活習慣に関連するレセ
プトがあるか確認する。

医療機関受診率60％



(6)ジェネリック医薬品差額通知事業

【目的】ジェネリック医薬品の普及率向上

【概要】被保険者に通知書を送付し、先発品と同等の効果を持ち、かつ安価であるジェネ
薬品 使用を促進す 被保険者 負担軽減 国 健康保険リック医薬品の使用を促進する。そして、被保険者の負担軽減及び国民健康保険

財政の健全化を図る。通知書の内容は、先発医薬品からジェネリック医薬品へ切
り替えることで、どのくらい薬剤費が軽減できるか、ジェネリック医薬品とは何
か等の情報を記載する。

①実施計画と目標

(ⅰ)実施計画

平成30年度～平成35年度に下記内容を実施します。

実施年度 計画内容

短期計画
処方された先発品をジェネリック医薬品に代えた場合の差額を通知する
ほか 普及促進のための啓発内容を記載した ジェネリック医薬品希望

（平成32年度まで）
ほか、普及促進のための啓発内容を記載した、ジェネリック医薬品希望
カード付のリーフレットを配布する。

中長期計画
（平成35年度まで）

短期計画に掲げる内容にて継続して実施する。

(ⅱ)目標

平成35年度末達成を目標とし、アウトプット・アウトカムを下記の通り設定します。

②成果の確認方法

現状値 アウトプット アウトカム

実施なし
ジェネリック医薬品差額通知者

の切り替え率 5％

ジェネリック医薬品普及率（数
量ベース）通知開始時

平均より 2％向上

ジェネリック医薬品差額通知を行ったことによる成果を以下方法で確認します。

評価基準 方法 詳細 成果目標

1

ジェネリック医薬品
差額通知者の

切り替え率

通知者のうちジェネ
リック医薬品に切り替
えた人数より算出する

-
ジェネリック医薬品
差額通知者の
切り替え率 5％
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切り替え率 えた人数より算出する 切り替え率 5％

2
ジェネリック医薬品

普及率

通知開始前と通知開
始後の年間平均を比
較する

ジェネリック医薬品普
及率（数量ベース）を
新指標で算出

ジェネリック医薬品促
進通知開始前年度よ
り平均 2％向上



2.データヘルス計画の見直し

(1)評価

データヘルス計画の実施事業における目的及び目標の達成状況について評価を行う
こととし、達成状況により、第3期データヘルス計画の策定を行う。

(2)評価時期

各事業のスケジュールに基づき実施する。

(3)見直し検討時の構成メンバー

見直しのための検討の場を設ける場合には 下記メンバーで実施する見直しのための検討の場を設ける場合には、下記メンバ で実施する。
●国民健康保険担当者
●保健師
●その他、必要と認める者
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ⅣⅣ..その他その他ⅣⅣ..その他その他

1.データヘルス計画の公表･周知

本計画は、広報、ホームページ等で公表するとともに、本実施計画をあらゆる機会を通
じて周知･啓発を図り、特定健康診査及び特定保健指導の実績(個人情報に関する部分を除
く) 目標の達成状況等の公表に努め 本計画の円滑な実施 目標達成等に いて広く意

(1)各種検(健)診等の連携

2.事業運営上の留意事項

く)、目標の達成状況等の公表に努め、本計画の円滑な実施、目標達成等について広く意
見を求めるものとする。

(1)各種検(健)診等の連携

特定健診の実施に当たっては、健康増進法及び介護保険法に基づき実施する検(健)診等
についても可能な限り連携して実施するものとする。

(2)健康づくり事業との連携

特定健康診査･特定保健指導は、被保険者のうち40歳から74歳までの方が対象になる。
しかし、生活習慣病予防のためには、40歳より若い世代へ働きかけ、生活習慣病のリスク、 活習慣病予防 、 歳 若 世代 働き け、 活習慣病
の周知や日々の生活スタイルを見直していくことが重要になる。そのためには、関係部署
が実施する保健事業とも連携しながら、生活習慣病予防を推進していく必要がある。

3.個人情報の保護

特定健康診査及び特定保健指導に関わる個人情報については、｢個人情報の保護に関す
る法律｣｢国民健康保険組合における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン｣｢個
人情報保護条例｣｢情報セキュリティーポリシー｣に基づき管理する。

また、特定健康診査及び特定保健指導にかかわる業務を外部に委託する際も同様に取り
扱われるよう委託契約書に定めるものとする。
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